


(1）経営成績に関する分析 

  当連結会計年度の経営成績  

 当連結会計年度における我が国経済は、海外の金融危機を契機とした世界的規模の景気後退が見られる中で、外

需に加え国内需要も停滞し、景気の下降局面にありました。また、雇用情勢が急速に悪化するとともに、企業の資

金繰りも厳しい状況となりました。 

一方、消費者金融業界におきましては、平成19年12月19日に本則施行された貸金業法の完全施行に向けて、貸金

業務取扱主任者の国家資格試験の開始、指定信用情報機関制度の導入などを内容とするいわゆる「３条施行」、さ

らに、個人向け貸付の総量規制（年収等の３分の１を超える貸付の原則禁止）の導入、上限金利の引下げなどを内

容とするいわゆる「４条施行」の準備が関係各方面で具体的に進められました。 

このような経営環境の下、当社は、新金利ビジネス展開の加速、債権ポートフォリオの再構築、ローコストオペ

レーションの追求、内部統制システムとコンプライアンスの充実を事業戦略の柱として掲げ取り組んでまいりまし

た。 

 また、当社は、平成21年２月３日付で、当社の親会社である株式会社新生銀行（以下「新生銀行」という）及び

新生銀行の連結子会社である新生フィナンシャル株式会社（旧商号は、ＧＥコンシューマー・ファイナンス株式会

社。以下「新生フィナンシャル」という）との３社間で、当社と新生フィナンシャルの「業務統合・再編成に関す

る基本合意書」を締結いたしました。さらに、新生銀行と新生フィナンシャルは当社を新生銀行グループの完全支

配下におくことを目的として、当社株式の共同公開買付けを実施いたしました。 

  

 当連結会計年度の具体的な施策は次のとおりであります。 

  

1) 新金利ビジネス展開の加速 

平成19年４月以降新規にご契約いただく全てのお客様への適用金利を利息制限法内の年15.0～18.0％に引き下げ

ておりましたが、平成20年９月より下限金利をさらに引き下げ、年9.5％～18.0％といたしました。これは、優良

なお客様に対し、教育資金や入院・医療費など緊急性の高い資金ニーズにお応えするものであります。また、事業

を営む方向けの専用商品である「オーナーズ セレクトカード」につきましても、適用金利を引き下げ、これまで

の年15.0％から、年13.0％といたしました。 

 さらに、新規のお客様獲得に向け、「毎日誰かに１万円、わくわくキャンペーン」、「何度でも行きたい旅キャ

ンペーン」などの販売促進策を実施いたしました。これらの結果、当連結会計年度下半期の申込・成約件数は前年

同期比で大幅に増加し、年間の成約件数は前年実績37,373件を上回る45,968件となりました。 

  

2) 債権ポートフォリオの再構築 

 貸金業法の「４条施行」において導入が予定されている総量規制と上限金利の引下げ、及び将来的な環境変化を

見据え、スコアリングモデルの精度向上と与信基準の改定を行うとともに、債権ポートフォリオの良質化を進めて

まいりました。具体的には、新しい与信基準に基づく優良な貸付資産を拡大する一方、新しい与信基準に適合しな

い貸付資産の圧縮を進めてまいりました。本施策により、貸金業法の完全施行時までに債権ポートフォリオの再構

築を完了する見込みであります。 

3) ローコストオペレーションの追求 

パソコンや携帯電話などインターネットチャネルの強化を重要な課題として捉え、関連するキャンペーンの実施

やお客様がアクセスするサイト上の機能強化に取り組んでまいりました。その結果、全申込みに占めるインターネ

ットの割合は前年度の26.0％から40.3％へと増加し、成約件数の構成比も18.2％から31.9％へと増加し順調に契約

チャネルの転換が進みました。 

 一方、全国に展開する無人店舗のうち、採算性の低い128店舗を廃店し、コスト効率の向上に努めました。この

結果、当連結会計期間末における無人店舗は317店舗となりました。また、ＣＤ・ＡＴＭにつきましては、当社が

設置するＡＴＭ321台に、提携先金融機関が保有する52,226台を加えた52,547台が利用可能となっております。さ

らに、業務の効率化に向けて、自動契約機による申込の受付業務を行っている契約センター（八王子）をコミュニ

ケーションセンター（池袋）に統合いたしました。  

  

4) 内部統制システムとコンプライアンス態勢の充実  

コンプライアンス態勢の充実を経営の最重要課題のひとつと捉え取り組んでおり、貸金業法をはじめとした関係

法令、日本貸金業協会の自主規制等にも確実に対応いたしました。貸金業法３条施行により設置が義務付けられる

貸金業務取扱主任者制度に対しましては、社員の資格取得に向けた取組みの一環として、通信教育の受講支援や社

内講習会などを実施いたしました。 

 また、継続的なコンプライアンス教育・研修の実施により高い順守体制を維持していくとともに内部統制システ
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ムの充実を通じ、金融サービス業としてお客様が安心してご利用いただけますよう努めております。 

  

5) 当社子会社パン信販株式会社の吸収合併 

 当社の完全子会社であるパン信販株式会社は平成19年３月31日付で解散を決議し清算手続を進めてまいりました

が、清算事務に時間を要し、早期の清算結了が困難な状況にありました。そのため、グループとしての業務効率の

向上を図ることを目的として、同社が平成20年10月17日付で解散決議を取消し、当社が平成20年12月１日付で同社

を吸収合併いたしました。 

  

6) 新生銀行グループのコンシューマーローン事業の業務統合と当社株式の公開買付け 

 平成21年２月３日付で、当社、新生銀行及び新生フィナンシャルの３社間で「業務統合・再編成に関する基本合

意書」を締結いたしました。当社は、これまで、経営環境が大きく変化する中で経営改革に果断に取り組み、具体

的な成果も得てまいりましたが、引き続き市場規模の縮小が見込まれる中でさらなる効率化と良質な貸付資産の拡

大を図るためには新生銀行グループのコンシューマーローン事業の業務統合を進めることが合理的でありかつ必要

不可欠であると判断し、当該契約を締結したものであります。 

また、新生銀行は、この業務統合を機動的に進めるため、当社を新生銀行グループの完全支配下におくことを目

指し、新生フィナンシャルとともに、平成21年２月４日から平成21年３月18日まで当社株式に対する公開買付けを

行いました。その結果、新生銀行及び新生フィナンシャルの株式所有割合は合計で96.8％となりました。 

さらに、当社は、新生銀行グループによる当社の完全支配化手続きの一環として平成21年６月４日に臨時株主総

会及び普通株式の株主による種類株主総会を開催し、完全支配化手続きに必要な定款一部変更等を付議する予定で

す。それにより、当社は平成21年７月５日をもって上場廃止となる見込みです。 

  

これらの施策を進めた結果、当連結会計年度末における営業貸付金残高につきましては、102,073百万円と前連

結会計年度末比28,549百万円（21.9％）の減少となりました。 

当連結会計期間の営業収益は、営業貸付金残高の減少と貸付利回りの低下により前連結会計期間に比べて10,394

百万円（30.3％）減少して23,920百万円となりました。 

 営業経費面では、無人店舗の削減等による効果はありましたが、利息返還請求の動向を考慮し利息返還損失引当

金の積み増しを行ったことから、当連結会計期間の経常利益は568百万円となりました。また、リーマン・ブラザ

ーズ証券の経営破たんに伴う金利スワップ契約解約に係る損失や、さらなるローコストオペレーション体制構築に

向けた無人店舗の削減などに伴う一時的な費用等の合計額1,638百万円を特別損失として計上したことから、当期

純損失は1,903百万円となりました。当社単体の営業の成果につきましては、営業収益23,900百万円（前期比

29.5％減）、経常利益は392百万円、当期純損失は2,078百万円となりました。 

  

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の総資産につきましては、103,164百万円となり、前連結会計年度末比31,049百万円の減少と

なりました。その主な要因は、営業貸付金が28,549百万円減少したこと等によるものであります。 

 負債につきましては、短期借入金が15,000百万円増加したものの、社債の償還14,900百万円があったこと、長期

借入金が18,174百万円減少したこと等により前連結会計年度末比29,759百万円減少し、87,332百万円となりまし

た。 

 純資産につきましては、利益剰余金の増加14,035百万円があったものの、資本剰余金の取崩による減少15,938百

万円があったため、前連結会計年度末比1,289百万円減少し、15,831百万円となりました。尚、自己資本比率は総

資産の減少により2.6％増加し、15.3％となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末から4,930百万円減

少し、5,395百万円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における営業活動における資金の増加は、15,230百万円（前連結会計年度は11,379百万円の減

少）となりました。これは、営業貸付金の減少による資金の増加11,777百万円があったこと等によるものでありま

す。 

  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、623百万円（前連結会計年度は116百万円の増加）となり
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ました。これは、無形固定資産の取得による支出が664百万円があったこと等によるものであります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における財務活動による資金の減少は19,537百万円（前連結会計年度は480百万円の増加）とな

りました。これは借入金の返済による支出が借入金による収入を3,918百万円上回ったこと及び社債の償還による

純支出が14,900百万円があったこと等によるものであります。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当  

剰余金の配当等に関しましては、経済金融情勢、業界の動向、当社の業績等を総合的に勘案のうえ、配当と内部

留保のバランスも考慮し決定してまいります。 

 当連結会計年度におきましては、当期純損失を計上したことや消費者金融業界を取り巻く環境の厳しさが増大し

ていることを勘案し、中間配当に続き、期末配当につきましても見送らせていただくことといたしました。株主の

皆様には誠に申し訳なく存じますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。なお、次期の配当予想につきま

しては、今後の経営環境変化の影響が不透明であることから未定としております。 

  

(4）事業等のリスク  

当社の事業、業績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があると考えられる主要な事項には、以下のようなもの

があります。当社といたしましては、これらのリスクを認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努め

る方針でありますが、以下の記載がリスクのすべてを網羅するものではありません。 

  なお、文中における将来に関する事項は、本決算短信公表日現在において判断したものです。 

  

① 法的規制等について 

  当社のローン事業（消費者金融業及び事業者金融業）は、「貸金業法」及び「出資の受入れ、預り金及び金利等

の取締りに関する法律（以下「出資法」という）」の適用を受けております。 

 1) 貸付金利の規制に伴うリスク 

  現在、「出資法」の貸付上限金利は年29.2％であります。一方、「利息制限法」第１条第１項では、金銭を目的

とする消費貸借上の利息の契約は、利息の最高限度（元本が10万円未満の場合年20％、10万円以上100万円未満の

場合年18％、100万円以上の場合年15％により計算した金額）の超過部分について無効とするとされております

が、同条第２項により債務者が当該超過部分を任意に支払ったときは、その返還を請求することができないとされ

ております。当社の貸出金利は、「利息制限法」に基づく上限金利を超える部分がありますが、「貸金業法」第43

条で、当該超過部分について債務者が利息として任意に支払ったこと、同法第17条に定める書面を契約時に遅滞な

く交付していること、同法第18条に定める受取証書を弁済時直ちに交付していること等の要件をすべて充足してい

る場合には、「利息制限法」第１条第１項の規定にかかわらず、有効な利息債務の弁済とみなす（以下「みなし弁

済」という）とされておりますが、平成18年１月、最高裁において、返済が遅れた場合の期限の利益喪失条項が事

実上「利息制限法」の上限金利を越える部分の支払い強制にあたるとして「貸金業法」第43条の任意性要件につい

て厳格な判決が示されて以降、かかる超過利息の返還を求められる事例が急増し、依然として高止まっておりま

す。 

 当社は、前連結会計期間において足元の利息返還動向を踏まえた一部実績率の補正により、合理的かつ保守的に

利息返還損失引当金の積み増しを行いましたが、今後の環境の変化等で想定を超える返還が必要となった場合に

は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

2) 貸金業法施行について  

 平成18年12月に成立した「貸金業法」が平成19年12月19日に本則施行されました。この法律は、多重債務問題の

解決を主な目的とし、 

①「出資法」の上限金利を利息制限法の水準（年20％）まで引き下げること（法施行後２年半以内施行）、 

②過剰貸付の抑制のために総量規制を導入し、自社による貸付が50万円を超える場合、または、他の業者の貸付と

の合計残高が100万円を超える貸付の場合には、年収等の資料の取得を義務づけるとともに、総借入残高が年収等

の３分の１を超える貸付など返済能力を超えた貸付を禁止すること（法施行後２年半以内施行）などの規制強化を

主な内容としています。 

 当社といたしましては、平成19年４月より新金利ビジネスに転換し債権ポートフォリオの良質化へ向けて、優良

顧客層に向けたマーケティング戦略の実施、与信基準の厳格化やオペレーションコストの削減などにより対応して

まいりますが、これらの施策の効果が不十分であった場合には、当社のローン事業及び業績に影響を及ぼす可能性

があります。 
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 3) 貸金業法の業務規制に伴うリスク   

貸金業を営む当社は「貸金業法」の適用により、「貸金業の適正化」として、各種の業務規制を受けておりま

す。主な内容としては、「取立て行為規制」、「勧誘規制」、「日本貸金業協会における自主規制」「規制違反に

対する業務改善命令をはじめとする行政処分」、等があります。 

特に、「業務改善命令」については、「貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必

要があると認めるときは、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命

じることができる」とされており、これまでにもあった行政処分よりも厳格に適用される可能性があります。 

これらの規制を遵守できなかった場合、業務の全部または一部の停止命令も含めた行政上の措置により、当社の

活動が制限される可能性があります。また、貸金業法に基づき設立された日本貸金業協会（内閣総理大臣認可）は

強力な自主規制機関となり、自主規制基本規則の実効性を高めるため、協会員に対する調査・監督権限ならびに強

い制裁権限が付与されています。 

また、金融庁の「監督指針」及び日本貸金業協会の「自主規制基本規則」により、平成19年12月19日から上記 

2) 記述の総量規制の施行を見据えた適切な対応が求められ、自社借入が50万円を超える場合（50万円超を極度額

とする極度方式基本契約を締結する場合を含む。）又は他社借入を合わせ残高が150万円を超えることを確認した

場合には、年収額を証明する書類を徴求すること、また、１ヶ月の返済総額が、既往借入額がある場合、当該借入

れに対する返済額と自社で貸付けようとする額に対する返済額の合算額が、原則として顧客等の月間収入額の三分

の一又は年収額の三十六分の一を超えないものとするなど、資金需要者等の収入額・返済能力を調査・検証する態

勢の整備が求められております。 

なお、「貸金業法」において、平成19年12月19日の施行から１年半以内に「指定信用情報機関制度」「貸金業務

取扱主任者資格試験制度」等が創設されます。さらに、施行から２年半以内に「出資法上限金利の引き下げ」「総

量規制」が施行されます。 

当社といたしましても、「貸金業法」、「監督指針」、「自主規制基本規則」等に基づいて、厳格な自主ルール

を整備するとともに、定期的な社員研修による周知と意識向上を図りコンプライアンス態勢の充実に努めておりま

す。 

しかしながら、関係法令、指針、ガイドライン、自主規制基本規則の更なる改正により、当社の業務が制限され

た場合、当社のローン事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

 4) 個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」という）及び「犯罪による収益の移転防止に関する法

律」（以下「犯罪収益移転防止法」という）について 

 当社は個人情報保護法における個人情報取扱事業者に該当しております。当社は、「個人情報保護宣言」及び

「個人情報の安全管理措置に関する基本方針」として公表しておりますとおり、個人情報の保護に関し万全の措置

を講じておりますが、万一、不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどの事態が生じた場合や同法の規定

または監督官庁の制定するガイドラインに違反した場合は、同法に基づく勧告、命令、罰則処分や監督官庁からの

行政処分を受ける可能性があります。これにより当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、平成20年３月１日に、「本人確認法」が廃止され、犯罪収益移転防止法が施行されました。マネー・ロー

ンダリング防止を目的に、顧客の本人確認と取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等を内容とするものであり、

金融機関等の顧客管理体制の整備促進がより一層求められており、当社も同法に則った業務を行っております。 

 これらの法令がさらに改正された場合、または、当社の事業に影響を与える新たな法令等が施行された場合に

は、当社の事業活動及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 なお、当社は、平成18年６月19日に個人情報の取り扱い及びセキュリティについて、財団法人日本情報処理開発

協会（ＪＩＰＤＥＣ）より「プライバシーマーク」付与の認定を受け、更に平成20年12月11日に更新認定されてお

ります。プライバシーマークは日本工業規格「ＪＩＳ Ｑ 15001個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」

に適合して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者を認定する制度です。当社とい

たしましては、認定取得後もさらに社内の意識を高め、個人情報の取り扱いに対する情報セキュリティの更なる向

上に努めております。 

  

② 資金調達について 

 1) 調達の方針 

 当社は、資金調達方法の多様化、調達先の分散化により、安定した資金確保とともに、調達コストの低減を図る

ことを具体的な方針としておりますが、金融環境の変化に応じて、機動的かつ弾力的な対応を行っております。 

 2) 金利変動リスク 

 調達金利は市場環境その他により変動することがあります。一方で、当社の貸出の上限金利は「出資法」の規定

により年29.2％を上回ることはできず、さらに「貸金業法」で出資法上限金利の引き下げが予定されております。
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従って、有利子負債については、経済情勢、市場環境等を見極めながら、適正なヘッジ率を考慮しつつ、長期固定

金利での調達を中心に、一部金利スワップ等により、金利変動等による影響の軽減を図ることとしております。 

  しかしながら、将来の金利上昇によっては当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 3) 資金調達状況 

 当社では、営業活動を支える資金の調達にあたって、調達の安定化と資金コストの低減を目指しております。当

社の資金調達は、金融機関等からの間接調達と、社債による資本市場からの直接調達とで構成されております。間

接調達先は、都市銀行、信託銀行、地方銀行、県信連、生損保及びノンバンクなどへの分散を図っております。 

今後において、金融環境の変化などから金融機関の貸出姿勢が変わった場合には、現在と同条件での資金調達が

困難となり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

なお、当社は平成20年10月８日に株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）より新たに格付けを取得しました。本

本決算短信公表日現在の当社格付けは、株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）による長期優先債務格付けは「ＢＢＢ

＋」、株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）による発行体格付は「ＢＢＢ＋」となっております。 

  

③ マーケットについて 

 1) マーケット環境について 

ⅰ) 景気変動に係るリスクについて   

当連結会計年度における我が国経済は、海外の金融危機を契機とした世界的規模の景気後退が見られる中で、外

需に加え国内需要も停滞し、景気の下降局面にありました。また、雇用情勢が急速に悪化しつつあるとともに、企

業の資金繰りも厳しい状況となりました 

 今後、金利の上昇による企業業績の悪化や、個人消費の伸び悩みなどで景気が後退する場合は、当社の業績に影

響を及ぼす可能性があります。 

  

ⅱ) 貸倒れの増加リスクについて  

  貸倒償却の要因の一つである自己破産は、当連結会計年度においては、件数・償却額ともに減少しました。   

 しかしながら、今後、景気後退などで再び自己破産件数が増加に転ずる場合は、貸倒償却額の増加により当社の

業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、同業他社が法改正と市場変化を想定し、一斉に貸し渋りや回収を強化した場合、消費者金融市場において

クレジットクランチが生じ、自己破産の増加などで貸倒償却額が増加することにより、当社の業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

  

ⅲ) 新規顧客獲得の影響について  

  消費者金融業界においては、競合の激化や慎重な与信スタンスにより、主要企業の多くにおいて新規顧客の獲得

数が伸び悩んでおります。当社といたしましては、平成19年４月より「ノーローン」を新規にご契約いただくお客

様への適用金利を利息制限法内の年15.0％～18.0％に引き下げ、さらに平成20年９月より、教育資金や入院・医療

費など緊急性の高い資金ニーズにお応えするため、下限金利を引き下げ、年9.5％～18.0％といたしました。ま

た、事業を営む方向けの専用商品である「オーナーズ セレクトカード」につきましても、適用金利を引き下げ、

これまでの年15.0％から、年13.0％といたしました。これらのように金利競争力を高めた商品の提供の他、各種新

規獲得キャンペーンの実施、ＩＴ等を活用した契約チャネルの拡充による利便性の向上、広告展開などを通じ、マ

ーケティングの強化を図っております。しかしながら、今後、新規顧客獲得が進まず、計画する貸付金残高の確保

ができない場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

 2) マーケットの競合に係るリスクについて 

  消費者金融業界におきましては、「貸金業法」の成立・施行による各種規制強化等の影響から、大手を含む消費

者金融会社の事業撤退や経営破綻、再編などが進み、業界内の勢力に変化が生じております。さらに、業態間の垣

根が低くなり、消費者金融会社に加え、信販会社やカード会社、銀行が消費者金融市場に集中することとなり、競

争が激化する可能性があります。 

また、これまでの大手消費者金融会社との貸出シェア競争に代わり、優良顧客層の囲い込み競争と信用力の低い

顧客層からの回収競争など信用リスク戦略に基づく競争が激化する可能性があります。 

 当社では、新生銀行グループの消費者金融会社として優良顧客層に向けた積極的なマーケティングを推進してま

いりますが、今後の競合状況によっては当社の業績に影響を与える可能性があります。 
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業収益   

営業貸付金利息 24,252 22,754

信託受益権分配金 8,385 －

売上高 349 －

その他の営業収益 1,327 1,166

営業収益合計 34,314 23,920

営業費用   

金融費用 1,555 1,423

営業費用合計 1,555 1,423

営業総利益 32,758 22,496

販売費及び一般管理費 48,568 21,879

営業利益又は営業損失（△） △15,809 617

営業外収益   

受取利息 6 3

受取配当金 10 64

受取賃貸料 107 95

雑収入 65 103

営業外収益合計 189 266

営業外費用   

支払利息 259 233

株式交付費 64 －

社債発行費償却 30 －

社債発行費 － 5

雑損失 50 76

営業外費用合計 404 315

経常利益又は経常損失（△） △16,024 568

特別利益   

固定資産売却益 249 80

関係会社株式売却益 3 －

投資有価証券売却益 0 10

特別利益合計 254 91
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別損失   

固定資産除売却損 66 297

投資有価証券売却損 23 －

投資有価証券評価損 0 －

関係会社株式売却損 － 3

金利スワップ解約損 － 604

退職特別加算金 － 325

貸倒引当金繰入額 － 245

店舗閉鎖損失 561 125

減損損失 127 37

特別損失合計 778 1,638

税金等調整前当期純損失（△） △16,549 △978

法人税、住民税及び事業税 16 5

過年度法人税等 △338 －

法人税等調整額 1,368 919

法人税等合計 1,046 924

当期純損失（△） △17,595 △1,903
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 12,665 16,709

当期変動額   

新株の発行 4,043 －

当期変動額合計 4,043 －

当期末残高 16,709 16,709

資本剰余金   

前期末残高 13,133 17,176

当期変動額   

新株の発行 4,043 －

欠損填補 － △15,938

当期変動額合計 4,043 △15,938

当期末残高 17,176 1,237

利益剰余金   

前期末残高 1,483 △16,113

当期変動額   

欠損填補 － 15,938

当期純損失（△） △17,595 △1,903

自己株式の消却 △1 －

当期変動額合計 △17,597 14,035

当期末残高 △16,113 △2,078

自己株式   

前期末残高 △1 △0

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の消却 1 －

当期変動額合計 1 △0

当期末残高 △0 △0

株主資本合計   

前期末残高 27,281 17,771

当期変動額   

新株の発行 8,086 －

欠損填補 － －

当期純損失（△） △17,595 △1,903

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △9,509 △1,903

当期末残高 17,771 15,868
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 181 43

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △138 △79

当期変動額合計 △138 △79

当期末残高 43 △36

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △554 △693

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △139 693

当期変動額合計 △139 693

当期末残高 △693 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △372 △650

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △278 613

当期変動額合計 △278 613

当期末残高 △650 △36

純資産合計   

前期末残高 26,909 17,121

当期変動額   

新株の発行 8,086 －

欠損填補 － －

当期純損失（△） △17,595 △1,903

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △278 613

当期変動額合計 △9,787 △1,289

当期末残高 17,121 15,831
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △16,549 △978

減価償却費 1,135 1,535

貸倒引当金の増減額 △10,256 △7,245

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） 11,981 △8,904

貸倒償却額 25,053 16,824

受取利息及び受取配当金 △16 △67

支払利息 259 233

営業貸付金による収支（純額） △16,715 11,777

預り金の増減額（△は減少） △12,368 △1,113

その他 6,280 3,135

小計 △11,195 15,196

利息及び配当金の受取額 15 64

利息の支払額 △258 △240

法人税等の還付額 450 213

法人税等の支払額 △390 △3

営業活動によるキャッシュ・フロー △11,379 15,230

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △348 △147

有形固定資産の売却による収入 482 239

無形固定資産の取得による支出 △725 △664

投資有価証券の取得による支出 △0 －

投資有価証券の売却による収入 672 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△180 －

その他 216 △51

投資活動によるキャッシュ・フロー 116 △623

財務活動によるキャッシュ・フロー   

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 18,000 －

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △18,000 －

短期借入れによる収入 43,125 112,000

短期借入金の返済による支出 △35,000 △97,000

社債の発行による収入 － 2,000

社債の償還による支出 － △16,900

長期借入れによる収入 5,800 860

長期借入金の返済による支出 △21,272 △19,778

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △194 △719

株式の発行による収入 8,021 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 480 △19,537

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10,782 △4,930

現金及び現金同等物の期首残高 21,108 10,325

現金及び現金同等物の期末残高 10,325 5,395
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 該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項  連結子会社は、パン信販株式会社の１社

であります。 

 なお、前連結会計年度まで連結子会社で

ありましたエス・エル・メイプル株式会社

の全株式を当連結会計年度中に売却したた

め連結範囲から除外しておりますが、売却

日までの経営成績及びキャッシュフローの

数値が含まれております。 

 また、パン信販株式会社につきまして

は、平成19年３月31日をもちまして解散決

議をしております。 

 連結子会社であったパン信販株式会社が

平成20年12月１日付で当社と合併したこと

により連結子会社がなくなりました。 

２．持分法の適用に関する事

項 

 該当事項はありません。 同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の決算日は、連結決算日と一

致しております。 

同左 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

① 有価証券 

その他有価証券 

  時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価

法 

（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均

法により算定） 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

  ② デリバティブ 

 時価法 

② デリバティブ 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 

 定率法によっております。なお、平成

10年４月１日以降に取得した建物（建物

附属設備を除く）については、定額法に

よっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

① 有形固定資産 

 定率法によっております。なお、平成

10年４月１日以降に取得した建物（建物

附属設備を除く）については、定額法に

よっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

  建物及び構築物 ３～50年

その他（器具備品） ３～15年

建物及び構築物 ３～50年

その他（器具備品） ３～15年

  （会計方針の変更） 

 当社及び連結子会社は、法人税法の改

正に伴い、当連結会計年度より、平成19

年４月１日以降に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に基づく減

価償却の方法に変更しております。この

変更により損益に与える影響は軽微であ

ります。 

  

  （追加情報） 

 当社及び連結子会社は、法人税法改正

に伴い、平成19年３月31日以前に取得し

た資産については、改正前の法人税法に

基づく減価償却の方法の適用により取得

原価の５％に到達した連結会計年度の翌

連結会計年度より、取得価額の５％相当

額と備忘価額との差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含めて計上し

ております。これにより損益に与える影

響は軽微であります。 

  ② 無形固定資産 

イ）のれん 

 ５年間で毎期均等額を償却しており

ます。 

② 無形固定資産 

イ）のれん 

同左 

  ロ）ソフトウェア 

 自社利用目的のソフトウェアについ

ては社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法により償却してお

ります。 

ロ）ソフトウェア 

同左  

  ③      ──────  ③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引

に係るリース資産  

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法により償却しておりま

す。  

  ④ 長期前払費用 

 定額法によっております。 

④ 長期前払費用 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(3）重要な繰延資産の処理

方法 

① 株式交付費 

 支出時に全額費用処理しております。

①      ──────  

  ② 社債発行費 

 平成18年３月31日以前の起債に係る社

債発行費は、社債の償還期限内または旧

商法施行規則に規定する最長期間（３

年）のいずれか短い期間で均等償却して

おります。 

② 社債発行費 

 支出時に費用処理しております。 

(4）重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は、個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は、個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

  （追加情報） 

 当社及び連結子会社は、一般債権の貸

倒引当金の基礎となる貸倒見積高を算定

する際に用いる貸倒実績として、従来は

算定期間に発生した貸倒償却額を用いて

おりましたが、当連結会計年度より、こ

れに加え、算定期間末において貸倒懸念

債権等である債権に対する貸倒引当金繰

入額を含める方法に変更いたしました。

 これは、平成19年12月に当社が株式会

社新生銀行の子会社となったことに伴

い、「親子会社間の会計処理の統一に関

する当面の監査上の取扱い」（日本公認

会計士協会監査・保証実務委員会報告第

56号）の主旨を踏まえ、同行グループの

会計処理方針に統一するために行ったも

のであります。 

 これにより、貸倒引当金繰入額が

1,504百万円増加し、営業損失、経常損

失、税金等調整前当期純損失がそれぞれ

同額増加しております。 

 なお、これは、当下期において当社が

株式会社新生銀行の子会社となったこと

を契機に行ったものであるため、当中間

連結会計期間においては従来の方法によ

っております。従って、当中間連結会計

期間において変更後の方法を適用した場

合、当中間連結会計期間の貸倒引当金繰

入額は1,513百万円増加し、営業損失、

経常損失、税金等調整前当期純損失がそ

れぞれ同額増加することとなります。 

  

  ② 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充てるため、支

給見込額を計上しております。 

② 賞与引当金 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  ③ 利息返還損失引当金 

 利息制限法の上限金利を超過する貸付

金利息分の顧客からの返還請求による損

失に備えるため、債権種類別の返還実績

率及び平均返還額等から算出した利息返

還損失見込額を計上しております。 

③ 利息返還損失引当金 

 利息制限法の上限金利を超過する貸付

金利息分の顧客からの返還請求による損

失に備えるため、債権種類別の返還実績

率及び平均返還額等から算出した利息返

還損失見込額を計上しております。 

  （会計方針の変更） 

 当社及び連結子会社は、従来利息返還

請求見込額のうち、貸付金に充当される

利息返還損失見込額を流動資産の貸倒引

当金、貸付残高を超過して支払う利息返

還損失見込額を固定負債の利息返還損失

引当金としてそれぞれ計上する方法を採

用しておりましたが、当連結会計年度よ

り両者を利息返還損失引当金として処理

する方法に変更いたしました。 

 これは、平成19年12月に当社が株式会

社新生銀行の子会社となったことに伴

い、「親子会社間の会計処理の統一に関

する当面の監査上の取扱い」（日本公認

会計士協会監査・保証実務委員会報告第

56号）の主旨を踏まえ、同行グループの

会計処理方針に統一するために行ったも

のであります。 

 これにより、当連結会計年度末の貸倒

引当金が13,736百万円減少し、利息返還

損失引当金が同額増加いたしましたが、

損益への影響はありません。 

  なお、この変更は、当下期において当

社が株式会社新生銀行の子会社となった

ことを契機に行ったものであるため、当

中間連結会計期間においては従来の方法

によっております。従って、当中間連結

会計期間において変更後の方法を適用し

た場合、当中間連結会計期間末の貸倒引

当金は16,857百万円減少し、利息返還損

失引当金は同額増加することとなりま

す。当中間連結会計期間の損益への影響

はありません。 

  ④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当連結会計

年度末において発生していると認められ

る額を計上しております。 

④ 退職給付引当金 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  ⑤ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金支給に充てるため、

内規に基づく連結会計年度末要支給額を

計上しております。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

同左 

(5）重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じて処理しております。 

────── 

(6）重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。 

ただし、金利スワップの特例処理の要件

を満たす金利スワップ取引については、

特例処理によっております。 

① ヘッジ会計の方法 

 金利スワップの特例処理の要件を満た

す金利スワップ取引については、特例処

理によっております。 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

 デリバティブ取引（金利スワップ取

引） 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

同左 

  ヘッジ対象 

 変動金利建ての借入金利息 

ヘッジ対象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

 当社の内規に基づき、借入金利息の金

利変動リスクを回避する目的で、変動金

利建ての借入金に対して、デリバティブ

取引（金利スワップ取引）でキャッシ

ュ・フローヘッジを行っております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段の指標金利と、ヘッジ対象

の指標金利との変動幅について相関性を

求めることにより行っております。 

 ただし、特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の評価を省略

しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

① 営業貸付金利息の計上基準 

 営業貸付金利息は発生主義により計上

しております。 

 なお、営業貸付金に係る未収利息につ

いては、利息制限法利率または当社の約

定利率のいずれか低い方によって計上し

ております。 

① 営業貸付金利息の計上基準 

同左 

  ② 借入金利息、コマーシャルペーパー利

息及び社債利息の会計処理 

 借入金利息、コマーシャルペーパー利

息及び社債利息については、営業債権に

対応する部分を営業費用とし、その他の

ものについては営業外費用として処理し

ております。 

② 借入金利息及び社債利息の会計処理 

  借入金利息及び社債利息については、

営業債権に対応する部分を営業費用と

し、その他のものについては営業外費用

として処理しております。 

  ③ 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税抜方式を採用

しております。なお、控除対象外消費税

等については当連結会計年度の費用とし

て処理しております。 

③ 消費税等の会計処理 

同左 

  ④ 匿名組合契約による持分の会計処理 

レバレッジドリース 

 当社の出資に係る匿名組合の持分を

適正に評価するために、当社の負担す

べき投資損失累計額を投資その他の資

産のその他（出資金）から直接控除し

ております。 

 また、同組合の当連結会計年度に属

する損益の当社持分相当額を匿名組合

損益として処理し営業外収益の「雑収

入」に計上しております。 

④ 匿名組合契約による持分の会計処理 

レバレッジドリース 

同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法に

ついては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 のれん及び負ののれんの償却について

は、５年間で均等償却しております。ただ

し、重要性が乏しいものについては発生連

結会計年度に一括償却しております。 

同左 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

────── （リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当連結会計年度より、「リース

取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成

５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年

３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６

年１月18日（日本公認会計士協会会計制度委員会）、

平成19年３月30日改正））を適用し、通常の売買取引

に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純損失に与える影響はありません。  
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。 

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。 

(イ）担保に供している資産 (イ）担保に供している資産 

科目 金額（百万円）

現金及び預金（定期預金）  573

営業貸付金  33,232

建物及び構築物  1,083

土地  4,221

投資有価証券  221

計  39,332

科目 金額（百万円）

現金及び預金（定期預金）  573

営業貸付金  56,607

建物及び構築物  1,039

土地  4,198

投資有価証券  178

計  62,596

(ロ）上記に対応する債務 (ロ）上記に対応する債務 

科目 金額（百万円）

短期借入金  13,000

１年内返済予定の長期借
入金  1,706

長期借入金  6,440

計  21,146

科目 金額（百万円）

短期借入金  28,000

１年内返済予定の長期借
入金  1,040

長期借入金  5,400

計  34,440

※２．消費者向無担保ローン残高 ※２．消費者向無担保ローン残高 

82,355百万円 76,835百万円 

※３．不良債権（営業貸付金及び固定化営業債権） ※３．不良債権（営業貸付金及び固定化営業債権） 

区分 金額（百万円）

破綻先債権  5

延滞債権  6,174

三カ月以上延滞債権 －

貸出条件緩和債権  9,956

合計  16,136

区分 金額（百万円）

破綻先債権  1

延滞債権  5,818

三カ月以上延滞債権 －

貸出条件緩和債権  8,848

合計  14,668

(1）破綻先債権とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当

期間継続していることその他の事由により、元本又は利

息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息

を計上しなかった貸付金（以下、「未収利息不計上貸付

金」）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）

第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同

項第４号に規定する事由に該当する貸付金であります。

(1）破綻先債権とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当

期間継続していることその他の事由により、元本又は利

息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息

を計上しなかった貸付金（以下、「未収利息不計上貸付

金」）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）

第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同

項第４号に規定する事由に該当する貸付金であります。

(2）延滞債権とは、未収利息不計上貸付金のうち、破綻先

債権に該当しないものであります。 

(2）延滞債権とは、未収利息不計上貸付金のうち、破綻先

債権に該当しないものであります。 
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前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

(3）三カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払いが、

約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金で、

破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

(3）三カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払いが、

約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金で、

破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

(4）貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を

図ることを目的として、金利の減免等、債務者に有利と

なる取決めを行った貸付金で、破綻先債権、延滞債権及

び三カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

(4）貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を

図ることを目的として、金利の減免等、債務者に有利と

なる取決めを行った貸付金で、破綻先債権、延滞債権及

び三カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

（追加情報） 

 当社は、平成19年12月13日付で株式会社新生銀行の子

会社となったことを契機に、当連結会計年度末より同行

が採用している金融庁「金融検査マニュアル（預金等受

入金融機関に係る検査マニュアル）」に準拠する自己査

定基準を採用いたしました。これに伴い、破綻懸念先に

区分された債務者に対する貸付金は延滞債権として記載

しております。 

 なお、従来の基準によった場合の不良債権の状況は、

以下のとおりであります。 

区分 金額（百万円）

破綻先債権  5

延滞債権  173

三カ月以上延滞債権  2,808

貸出条件緩和債権  10,601

合計  13,589
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前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

  ４．営業貸付金に係るコミットメントライン契約 

 営業貸付金のうち66,189百万円は、リボルビング契

約（限度借入契約）によるものであります。 

 同契約は、一定の利用限度額を決めておき、契約上

規定された条件について違反がない限り、利用限度枠

の範囲で繰返し貸出を行う契約であります。 

 同契約に係る融資未実行残高は52,298百万円であり

ます。このうちには当連結会計年度末に残高のない顧

客に対する融資未実行残高が37,321百万円含まれてお

ります。 

 なお、同契約は融資実行されずに終了するものもあ

るため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社の将

来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではあり

ません。 

 同契約には、顧客の信用状況の変化、経済情勢の変

化、その他相当の事由があるときは、利用限度枠の減

額又は貸出の中止をすることができる旨の条項がつけ

られております。 

 また、契約後も定期的に契約の見直し、与信保全の

措置等を講じております。 

  ４．営業貸付金に係るコミットメントライン契約 

 営業貸付金のうち51,488百万円は、リボルビング契

約（限度借入契約）によるものであります。 

 同契約は、一定の利用限度額を決めておき、契約上

規定された条件について違反がない限り、利用限度枠

の範囲で繰返し貸出を行う契約であります。 

 同契約に係る融資未実行残高は22,525百万円であり

ます。このうちには当連結会計年度末に残高のない顧

客に対する融資未実行残高が11,521百万円含まれてお

ります。 

 なお、同契約は融資実行されずに終了するものもあ

るため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社の将

来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではあり

ません。 

 同契約には、顧客の信用状況の変化、経済情勢の変

化、その他相当の事由があるときは、利用限度枠の減

額又は貸出の中止をすることができる旨の条項がつけ

られております。 

 また、契約後も定期的に契約の見直し、与信保全の

措置等を講じております。 

５．当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め新生銀行と当座貸越契約を締結しております。 

当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入

未実行残高等は次のとおりであります。 

５．当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め新生銀行と当座貸越契約を締結しております。 

当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入

未実行残高等は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 25,000百万円 

借入実行残高 13,000百万円 

差引額 12,000百万円 

当座貸越極度額 40,000百万円 

借入実行残高 28,000百万円 

差引額 12,000百万円 
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

広告宣伝費 830百万円 

貸倒損失 1,765百万円 

貸倒引当金繰入額 13,043百万円 

利息返還損失引当金繰入額 19,843百万円 

従業員給料手当 2,593百万円 

賞与引当金繰入額 119百万円 

退職給付費用 △2百万円 

役員退職慰労引当金繰入額 20百万円 

賃借料 3,673百万円 

広告宣伝費 977百万円 

貸倒損失 695百万円 

貸倒引当金繰入額 2,985百万円 

利息返還損失引当金繰入額 6,305百万円 

従業員給料手当 2,152百万円 

賞与引当金繰入額 146百万円 

退職給付費用 98百万円 

役員退職慰労引当金繰入額 22百万円 

賃借料 2,178百万円 

※２．固定資産売却益の内訳 ※２．固定資産売却益の内訳 

科目 金額（百万円）

建物及び構築物  33

土地  157

有形固定資産その他  1

投資その他の資産その他  57

計  249

科目 金額（百万円）

建物及び構築物  1

土地  78

有形固定資産その他  0

計  80

※３．固定資産除売却損の内訳 ※３．固定資産除売却損の内訳 

科目 金額（百万円）

建物及び構築物  14

土地  41

有形固定資産その他  2

投資その他の資産その他  7

計  66

科目 金額（百万円）

建物及び構築物  188

土地  2

有形固定資産その他  106

計  297
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前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※４．店舗閉店関連損失の内訳 

科目 金額（百万円）

 固定資産減価償却費  312

 原状回復費  151

 その他  97

計  561

※４．店舗閉店関連損失の内訳 

科目 金額（百万円）

原状回復費  125

計  125

※５．減損損失の内訳 

  当社グループが所有する事業用資産のうち、市場価

格の著しい下落が認められた遊休資産などについて帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額127百

万円を特別損失に計上しております。その主な固定資

産の種類ごとの減損損失の内訳は建物及び構築物（建

物）12百万円、土地11百万円、無形固定資産その他

（電話加入権）103百万円であります。なお、回収可

能価額は、主として公示価格及び固定資産税評価額を

基にした正味売却価額により評価しております。 

※５．減損損失の内訳 

  当社グループが所有する事業用資産のうち、市場価

格の著しい下落が認められた遊休資産などについて帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額37百万

円を特別損失に計上しております。その主な固定資産

の種類ごとの減損損失の内訳は、土地1百万円、無形

固定資産その他（電話加入権）36百万円であります。

なお、回収可能価額は、主として公示価格及び固定資

産税評価額を基にした正味売却価額により評価してお

ります。 
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．発行済株式総数の普通株式の増加80,862,863株は株主割当増資によるものであり、減少2,109株は自己株式の

消却によるものであります。 

 ２．自己株式の普通株式の増加221株は単元未満株式の買取によるものであり、減少2,109株は自己株式の消却に

よるものであります。 

２．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）    自己株式の普通株式の増加820株は単元未満株式の買取によるものであります。 

  

２．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式（注）１  70,277,524  80,862,863  2,109  151,138,278

合計  70,277,524  80,862,863  2,109  151,138,278

自己株式         

普通株式（注）２  1,960  221  2,109  72

合計  1,960  221  2,109  72

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式（注）１  151,138,278  －  －  151,138,278

合計  151,138,278  －  －  151,138,278

自己株式         

普通株式（注）２  72  820  －  892

合計  72  820  －  892
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 10,898百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △573百万円

現金及び現金同等物 10,325百万円

現金及び預金 5,968百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △573百万円

現金及び現金同等物 5,395百万円

２．株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産

及び負債の主な内訳 

 株式の売却により連結子会社でなくなったエス・エ

ル・メイプル株式会社の資産及び負債の内訳並びに株式

の売却価額と売却による支出（純額）との関係は次のと

おりであります。 

流動資産 272百万円

固定資産 78百万円

流動負債 △285百万円

固定負債 －百万円

子会社株式売却益 3百万円

子会社株式売却価額（イ） 69百万円

当該会社の現金及び現金同等物（ロ） 249百万円

差引：子会社株式売却による支出(イ－ロ) △180百万円

２．        ────── 
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（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

１．ファイナンス・リース取引 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引  

  ①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

  ①リース資産の内容 

  （ア）有形固定資産   

  
取得価額相
当額 
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

有形固定資産
その他  2,206  1,222  983

無形固定資産
その他  863  672  190

合計  3,069  1,894  1,174

   主として、電子計算機及びその周辺機器、事務用機

器であります。 

  （イ）無形固定資産 

    ソフトウェアであります。 

 ②リース資産の減価償却の方法 

   連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、

「４．会計処理基準に関する事項（２）重要な減価償

却資産の減価償却の方法」に記載のとおりでありま

す。  

  ②未経過リース料期末残高相当額    

１年内 556百万円 

１年超 546百万円 

合計 1,103百万円 

  

  ③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額    

支払リース料 1,415百万円 

減価償却費相当額 1,321百万円 

支払利息相当額 44百万円 

  

  ④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

   

利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

  

２．オペレーティング・リース取引 

    未経過リース料 

１年内 2百万円 

１年超 1百万円 

合計 3百万円 

２．オペレーティング・リース取引 

    未経過リース料 

１年内 1百万円 

１年超 －     百万円 

合計 1百万円 
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１．その他有価証券で時価のあるもの 

 ２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 ３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

（有価証券関係）

  種類 

前連結会計年度（平成20年３月31日） 当連結会計年度（平成21年３月31日）

取得原価 
（百万円） 

連結貸借対照
表計上額 
（百万円） 

差額
（百万円） 

取得原価
（百万円） 

連結貸借対照
表計上額 
（百万円） 

差額
（百万円） 

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

るもの 

(1）株式  134  226  92  129  153  24

(2）債券             

① 国債・地方

債等 
 －  －  －  －  －  －

② 社債  －  －  －  －  －  －

③ その他  －  －  －  －  －  －

(3）その他  －  －  －  －  －  －

小計  134  226  92  129  153  24

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

ないもの 

(1）株式  294  275  △19  288  202  △86

(2）債券             

① 国債・地方

債等 
 －  －  －  －  －  －

② 社債  －  －  －  －  －  －

③ その他  －  －  －  －  －  －

(3）その他  －  －  －  －  －  －

小計  294  275  △19  288  202  △86

合計  429  502  72  418  356  △61

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

売却額（百万円） 
売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額
（百万円） 

売却額（百万円）
売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額
（百万円） 

 12  0  23  18  10  3

種類 
前連結会計年度（平成20年３月31日） 当連結会計年度（平成21年３月31日）

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券     

非上場株式  8  107

投資事業組合出資金  39  34
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１．取引の状況に関する事項 

２．取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度（平成20年３月31日）及び当連結会計年度（平成21年３月31日） 

該当事項はありません。なお、ヘッジ会計が適用されるデリバティブ取引は、注記の対象から除いており

ます。 

  

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．取引の内容 

 利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引

等であります。 

１．取引の内容 

同左 

２．取引に対する取組方針 

 デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリスク

回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針で

あります。 

２．取引に対する取組方針 

同左 

３．取引の利用目的 

 デリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利市場に

おける利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用

しております。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。 

３．取引の利用目的 

同左 

① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。 

 ただし、金利スワップの特例処理の要件を満たす金

利スワップ等については、特例処理によっておりま

す。 

① ヘッジ会計の方法 

  金利スワップの特例処理の要件を満たす金利スワ

ップ等については、特例処理によっております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

 金利スワップ取引 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

同左 

ヘッジ対象 

 変動金利建ての借入金利息 

ヘッジ対象 

同左 

③ ヘッジ方針 

 当社の内規に基づき、借入金利息の金利変動リスク

を回避する目的で、変動金利建ての借入金に対して、

デリバティブ取引（金利スワップ取引）でキャッシ

ュ・フローヘッジを行っております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段の指標金利と、ヘッジ対象の指標金利と

の変動幅について相関性を求めることにより行ってお

ります。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

４．取引に係るリスクの内容 

 金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有

しております。デリバティブ取引の契約先はいずれも信

用度の高い金融機関等であり、相手先の契約不履行によ

るいわゆる信用リスクはほとんどないと認識しておりま

す。 

４．取引に係るリスクの内容 

同左 

５．取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限

及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当

部門が決裁担当者の承認を得て行っております。 

５．取引に係るリスク管理体制 

同左 
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１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、勤続期間が３年以上の従業員が退職する場合、社内規程に基づき、退職時までの勤続年数や給与等に基

づき算定された退職金を支払うこととなっております。この退職金の支払に充てるため、適格退職年金制度を採用

しております。 

２．退職給付債務に関する事項 

 （注）前払年金費用は、投資その他の資産の「その他」に含めて表示しております。 

３．退職給付費用に関する事項 

 （注）当連結会計年度につきましては、上記退職給付費用以外に割増退職金325百万円を支払っており、特別損失とし

て計上しております。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

（退職給付関係）

  前連結会計年度
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度
（平成21年３月31日） 

① 退職給付債務（百万円）  △697  △640

② 年金資産（百万円）  626  468

③ 未積立退職給付債務（①＋②）（百万円）  △71  △171

④ 未認識数理計算上の差異（百万円）  78  142

⑤ 連結貸借対照表計上額純額（③＋④） 

（百万円） 
 7  △28

⑥ 前払年金費用（百万円）  7  －

⑦ 退職給付引当金（⑤－⑥）（百万円）  －  △28

  前連結会計年度
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

① 勤務費用（百万円）  53  60

② 利息費用（百万円）  11  13

③ 期待運用収益（百万円）  △5  △4

④ 数理計算上の差異の費用処理額（百万円）  △61  28

⑤ 退職給付費用（①＋②＋③＋④） 

（百万円） 
 △2  98

  前連結会計年度
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度
（平成21年３月31日） 

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

② 割引率    2.0％   2.0％ 

③ 期待運用収益率       0.75％       0.75％ 

④ 数理計算上の差異の処理年数 

５年（定率法により、発生の翌

連結会計年度より費用処理して

おります。） 

同左 
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該当事項はありません。 

  

  

（ストック・オプション等関係）

（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産     

貸倒引当金繰入限度超過額 2,341百万円 

貸倒損失否認額 6,273百万円 

賞与引当金 66百万円 

減損損失否認額 259百万円 

減価償却超過額否認 82百万円 

未払事業税 17百万円 

利息返還損失引当金 12,463百万円 

役員退職慰労引当金 27百万円 

投資有価証券評価損否認額 17百万円 

関係会社株式減損否認額 653百万円 

繰越欠損金 8,278百万円 

その他 259百万円 

繰延税金資産の小計 30,740百万円 

評価性引当額 △27,597百万円 

繰延税金資産合計 3,143百万円 

繰延税金負債     

スワップ損失 281百万円 

その他有価証券評価差額金 29百万円 

債権譲渡損 410百万円 

繰延税金負債合計  722百万円 

繰延税金資産純額 2,420百万円 

繰延税金資産     

貸倒引当金繰入限度超過額 279百万円 

貸倒損失否認額 8,041百万円 

賞与引当金 59百万円 

減損損失否認額 274百万円 

減価償却超過額否認 8百万円 

未払事業税 12百万円 

利息返還損失引当金 8,844百万円 

役員退職慰労引当金 35百万円 

投資有価証券評価損否認額 18百万円 

繰越欠損金 11,522百万円 

その他有価証券評価差額金 25百万円 

その他 214百万円 

繰延税金資産の小計 29,337百万円 

評価性引当額 △27,474百万円 

繰延税金資産合計 1,862百万円 

繰延税金負債     

債権譲渡損 306百万円 

繰延税金負債合計  306百万円 

繰延税金資産純額 1,556百万円 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 △40.6％ 

（調整）     

法人住民税均等割 0.1％ 

過年度法人税等 △2.0％ 

のれん償却額 1.1％ 

評価性引当額 49.4％ 

その他 △1.7％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 6.3％ 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えら

れるため開示を省略しております。 
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当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．結合当事企業及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容 

存続会社 

商号      シンキ株式会社 

事業内容    その他金融業（消費者金融業） 

被合併会社 

商号      パン信販株式会社 

事業内容    その他金融業（消費者金融業） 

(2) 企業結合の法的形式 

会社法796条第３項に定める簡易合併の手続きによっております。 

(3) 結合後企業の名称 

シンキ株式会社 

(4) 取引の目的を含む取引の概要 

①合併の目的 

パン信販株式会社は平成19年３月31日付で解散を決議し、清算手続を進めてまいりました。しかしながら、清

算事務に時間を要し、早期の清算結了が困難な状況にあることから、当該解散決議を取り消し、当社がパン信販

を吸収合併することにより、当社グループとしての業務効率の向上を図ることを目的としております。 

②合併の期日 

平成20年12月１日 

③合併方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、パン信販は解散いたしました。 

④合併比率 

当社は、パン信販の全株式を保有していることから、本合併において新株式の発行及びその他の対価の割当て

を行っておりません。 

⑤合併後の状況 

 合併後の当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、連結総資産、連結純資産、決算期の変更はあ

りません。また、当社の被合併会社あて貸付金に対し貸倒引当金を計上済みのため、本合併の単体業績に与えた

影響は軽微であり、連結子会社との合併であるため、連結業績に影響を与えておりません。 

  

２．実施した会計処理の概要 

本合併は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針（企業会計基準適用指針第10号 平成19年11月15日）に基づき、共通支配下

の取引として、会計処理を行っております。 

  

（企業結合等関係）
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  前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 全セグメントの営業収益の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計に占める「ローン事業（消費

者金融業及び事業者金融業）」の割合が、いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載

を省略しております。 

 当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 当連結グループは消費者金融業として、同一セグメントに属するローン事業を行っており、当該事業以外に事

業の種類がないため該当事項はありません。 

  

  前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年４月１

日 至 平成21年３月31日） 

 当社及び連結子会社は、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項は

ありません。 

  

  前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年４月１

日 至 平成21年３月31日） 

 当社及び連結子会社は、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

(1) 親会社及び法人主要株主等 

  （注）１．株主割当による新株式発行の結果、平成19年12月13日付けで、株式会社新生銀行の属性が「その他の関係会

社」から「親会社」に異動となりました。なお、取引金額の中にはその他の関係会社であった時の取引金額

が含まれております。 

２．同社の従業員１名が常勤役員として当社に出向しており、同社従業員２名が当社非常勤役員を兼任しており

ます。 

３．資金の借入については、建物及び構築物、土地並びに営業債権30,956百万円を担保に供しております。  

４．利息の支払については、市中相場を基に決定した条件によっております。  

５．取引金額には消費税等は含まれておりません。 

６．株式会社新生銀行からの当座貸越契約極度額の総額は25,000百万円、差引借入未実行額は12,000百万円であ

ります。  

  

（関連当事者情報）

属性 会社等の
名称 住所 

資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の所
有（被所有）
割合（％） 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

（百万円）
役員の
兼務等
（人）

事業上
の関係 

親会社 
株式会社

新生銀行 

東京都 

千代田区 
 476,296 銀行業 

被所有 

直接67.77
 － 

業務提携

及び資金

の調達 

資金の調達 

借入 

 

返済 

 

47,000

37,000

短期借入金 13,000

長期借入金 10,000

利息の支払  497 － －
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(2) 役員及び個人主要株主等 

 （注）１．顧問料については、市中相場を基に決定した条件によっております。 

２．弁護士報酬については、市中相場を基に決定した条件によっております。  

３．有限会社サクセス及びキャリアリンク株式会社は、主要な株主（個人）及びその近親者が議決権の過半数を

所有している会社等として記載しておりますが、平成19年12月13日付けの当社の主要株主の異動に伴い、い

ずれも当社の関連当事者ではなくなっております。 

従って、同２社との取引については、平成19年４月から平成19年12月までの９ヶ月間の取引金額及び同日の

残高を記載しております。 

４．土地賃貸料については、市中相場を基に決定した条件によっております。 

５．人材派遣料及び建物賃貸料については、市中相場を基に決定した条件によっております。 

６．前田直典氏は、主要な株主（個人）及びその近親者として記載しておりますが、平成19年12月13日付けの当

社の主要株主の異動に伴い、当社の主要な株主ではなくなっております。 

従って、同氏との取引については、平成19年４月から平成19年12月までの９ヶ月間の取引を記載しておりま

す。 

７．取引金額には消費税等は含まれておりません。  

  

属性 会社等の
名称 住所 

資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

（％） 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

（百万円）
役員の
兼務等
（人）

事業上
の関係 

役員及び

その近親

者 

三浦雅生 －  － 当社監査役 なし  － － 弁護士報酬  13  － －

主要な株

主（個

人）及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社等

（当該会

社等の子

会社を含

む） 

有限会社

サクセス 

兵庫県姫

路市 
 96

不動産賃貸

業及び駐車

場の経営 

被所有 

直接0.4
－ 

当社から

の土地等

の賃借 

土地賃貸料等の

受取 
 2 － －

主要な株

主（個

人）及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社等

（当該会

社等の子

会社を含

む） 

キャリア

リンク株

式会社 

東京都新

宿区 
 210 人材派遣業 なし － 

当社への

人材派遣

及び当社

からの建

物の賃借

人材派遣料の支

払 
 317

流動負債

その他 

(未払金)

31

建物賃貸料の受

取 
 12  － －

主要な株

主(個人)

及びその

近親者 

前田直典 －  － 当社顧問 
被所有 

直接4.8
 －  － 顧問料の支払  4  － －
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(3) 兄弟会社等 

 （注）１．株式会社新生銀行の属性が平成19年12月13日付で「その他の関係会社」から「親会社」に異動となったこと

に伴い、属性が「その他の関係会社の子会社」から「親会社の子会社」に異動となりました。 

２．新生信託銀行株式会社との取引は同行の信託勘定との取引であります。 

３．取引条件は、市中相場を基に決定した条件によっております。 

４．取引金額には消費税等は含まれておりません。 

  

属性 会社等の
名称 住所 

資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

（％） 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

（百万円）
役員の
兼務等
（人）

事業上
の関係 

親会社の

子会社 

新生信託

銀行株式

会社 

東京都千

代田区 
 5,000 信託銀行業 なし － 

貸付債権

の信託 

貸付債権の信託  34,311

営業貸付

金（信託

受益権） 

12,120

信託受益権分配

金等の受取 
 8,685 未収入金 971

信託財産のサー

ビサー業務 
 53,826 預り金 1,099

親会社の

子会社 

昭和リー

ス株式会

社 

東京都新

宿区 
 24,300

総合リース

業 
なし 1 

株式の譲

渡 
株式の譲渡  69 － －
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当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び「関連

当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用しております。

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。  

１．関連当事者との取引  

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

（ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等  

（イ）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等  

  （注）１．当社、株式会社新生銀行及び新生フィナンシャル株式会社（旧商号はＧＥコンシューマー・ファイナンス株

式会社）は、新生銀行グループにおける消費者金融業務の今後のグループ企業価値の継続的向上の実現を目

的として、当社及び新生フィナンシャル株式会社の業務統合、再編成を目指すことに合意し、平成21年２月

３日付で、「業務統合・再編成に関する基本合意書」を締結いたしました。これに伴い、平成14年３月15日

付で当社と株式会社新生銀行の間で締結しておりました業務提携契約を同日付で解消いたしました。 

２．同社従業員１名が当社非常勤役員を兼任しております。 

３．資金の借入については、建物及び土地並びに営業債権56,000百万円を担保に供しております。  

４．利息の支払については、市中相場を基に決定した条件によっております。  

５．取引金額には消費税等は含まれておりません。 

６．株式会社新生銀行からの当座貸越契約極度額の総額は40,000百万円、差引借入未実行額は12,000百万円であ

ります。 

７．弁護士報酬については、市中相場を基に決定した条件によっております。 

  

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

親会社情報 

株式会社新生銀行（東京証券取引所に上場）  

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地 

資本金又は
出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の所有
（被所有）割合
（％） 

関連当事者
との関係  取引の内容 取引金額

(百万円) 科目 期末残高
（百万円）

親会社 
株式会社 

新生銀行 

東京都   

千代田区 
 476,296 銀行業 

被所有 

直接85.6 

間接11.1 

資金の調達

資金の調達 

借入 

112,000 

返済 

97,000 

短期借入金 28,000

１年内返済

予定の長期

借入金 

5,000

長期借入金 5,000

利息の支払  931 未払費用 2

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地 

資本金又は
出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の所有
（被所有）割合
（％） 

関連当事者
との関係  取引の内容 取引金額

(百万円) 科目 期末残高
（百万円）

役員及び 

その近親者 
三浦雅生 －   － 当社監査役 ー 顧問弁護士 弁護士報酬  21 ー －
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 （注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 113円28銭 １株当たり純資産額 104円75銭

１株当たり当期純損失金額 186円04銭 １株当たり当期純損失金額 12円59銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、当連結会計年

度において潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

同左 

  前連結会計年度
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当期純損失（△）（百万円）  △17,595  △1,903

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純損失（△）（百万円）  △17,595  △1,903

期中平均株式数（千株）  94,578  151,138
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（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当社は、平成20年５月30日開催の取締役会において、会

社法第459条第１項の規定に基づく定款の定めにより、資

本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分に

ついて決議し、実施いたしました。これは、欠損の填補を

行い、利益を計上した際、配当を行うことができる体制を

整えるとともに、財務戦略上の柔軟性及び機動性を確保す

ることを目的としたものであります。 

──────── 

  

１. 資本準備金及び利益準備金の額の減少の要領 

会社法第448条第１項の規定に基づき資本準備金の一

部及び利益準備金を減少し、それぞれ同額をその他資本

剰余金及びその他利益剰余金（繰越利益剰余金）に振り

替えたものであります。 

(1)減少する資本準備金の額 

17,176,514,757円のうちの15,938,656,610円 

(2)増加するその他資本剰余金の額  

15,938,656,610円 

(3)減少する利益準備金の額 

552,000,000円 

(4)増加するその他利益剰余金（繰越利益剰余金）の額 

552,000,000円 

  

２. 剰余金の処分の要領 

会社法第452条の規定に基づき、上記１により増加し

たその他資本剰余金を損失の処理に充当するとともに、

同条の規定に基づき別途積立金を取崩し、繰越利益剰余

金に振り替えたものであります。 

(1)減少する剰余金の項目及びその額 

その他資本剰余金   15,938,656,610円 

別途積立金       1,000,000,000円 

(2)増加する剰余金の項目及びその額 

繰越利益剰余金      16,938,656,610円 

３. 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の

処分の効力発生日 

平成20年５月30日 

  

４．上記の結果、それぞれの項目は次のようになります。

資本準備金       1,237,858,147円 

利益準備金             0円 

その他利益剰余金              0円 

 別途積立金                  0円 

 繰越利益剰余金              0円 
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 (1) 営業収益の状況 

 （注）１．その他には預金利息、受取手数料、償却債権取立益等が含まれております。 

    ２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 (2) 商品別貸付金残高の状況 

 （注）件数は顧客数であり、一部の顧客については複数の商品を利用しているため、各区分の件数の合計は合計数に一

致しておりません。 

  

５．連結営業実績

科目 

前連結会計年度
（自 平成19年４月１日 

    至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

    至 平成21年３月31日） 

金額 構成比 金額 構成比 

営業貸付金利息 

 百万円

 24,252

％

 70.7

 百万円

 22,754

％

 95.1

  

消費者向営業貸付金利息  16,586  48.4  17,266  72.2

  無担保ローン利息  16,500  48.1  17,203  71.9

  有担保ローン利息  85  0.3  63  0.3

事業者向営業貸付金利息  7,665  22.3  5,487  22.9

  無担保ローン利息  7,661  22.3  5,485  22.9

  有担保ローン利息  4  0.0  2  0.0

信託受益権分配金  8,385  24.4  －  －

その他  1,676  4.9  1,166  4.9

合計  34,314  100.0  23,920  100.0

区分 

前連結会計年度
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度  
（平成21年３月31日）  

件数 金額 比率 件数 金額 比率 

      件

 252,964

 百万円

 130,623

％

 100.0

件

 221,811

 百万円

 102,073

％

 100.0営業貸付金 

  

消費者向営業貸付金  225,136  95,010  72.7  201,372  77,248  75.7

  無担保ローン  224,983  94,476  72.3  201,249  76,835  75.3

  有担保ローン  155  534  0.4  125  413  0.4

事業者向営業貸付金  27,840  35,612  27.3  20,446  24,824  24.3

  無担保ローン   27,832  35,557  27.2  20,438  24,786  24.3

  有担保ローン  9  55  0.1  8  38  0.0

合計  252,964  130,623  100.0  221,811  102,073  100.0
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６．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,665 5,968

営業貸付金 130,589 102,073

前払費用 514 273

繰延税金資産 3,143 1,837

未収収益 727 536

未収入金 1,273 87

預け金 1,162 462

その他 46 33

貸倒引当金 △26,506 △19,099

流動資産合計 121,617 92,172

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,832 3,204

減価償却累計額 △1,976 △1,635

建物（純額） 1,855 1,569

構築物 488 350

減価償却累計額 △272 △204

構築物（純額） 215 146

器具備品 1,994 1,820

減価償却累計額 △1,323 △1,366

器具備品（純額） 670 453

土地 4,410 4,416

リース資産 － 923

減価償却累計額 － △406

リース資産（純額） － 516

有形固定資産合計 7,152 7,101

無形固定資産   

のれん 338 －

ソフトウエア 1,614 1,694

電話加入権 83 47

リース資産 － 51

無形固定資産合計 2,036 1,792

投資その他の資産   

投資有価証券 543 498

関係会社株式 6 －

出資金 27 8

関係会社長期貸付金 1,086 －

長期貸付金 － 15

破産更生債権等 5 1

延滞営業債権 173 124

長期前払費用 52 31

差入保証金 2,641 1,786

その他 60 12
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

貸倒引当金 △1,283 △381

投資その他の資産合計 3,313 2,098

固定資産合計 12,502 10,992

資産合計 134,120 103,164

負債の部   

流動負債   

短期借入金 13,000 28,000

1年内返済予定の長期借入金 18,494 17,750

1年内償還予定の社債 14,900 4,900

リース債務 － 318

未払金 1,003 1,174

未払費用 316 150

未払法人税等 50 39

預り金 1,159 48

賞与引当金 162 146

その他 246 82

流動負債合計 49,334 52,612

固定負債   

社債 4,900 －

長期借入金 20,488 7,314

関係会社長期借入金 10,000 5,000

リース債務 － 91

繰延税金負債 722 280

退職給付引当金 － 28

役員退職慰労引当金 67 87

利息返還損失引当金 30,424 21,783

長期預り金 111 92

その他 774 42

固定負債合計 67,489 34,720

負債合計 116,823 87,332

純資産の部   

株主資本   

資本金 16,709 16,709

資本剰余金   

資本準備金 17,176 1,237

その他資本剰余金 － －

資本剰余金合計 17,176 1,237

利益剰余金   

利益準備金 552 －

その他利益剰余金   

別途積立金 1,000 －

繰越利益剰余金 △17,490 △2,078

利益剰余金合計 △15,938 △2,078

自己株式 △0 △0

株主資本合計 17,946 15,868
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 43 △36

繰延ヘッジ損益 △693 －

評価・換算差額等合計 △650 △36

純資産合計 17,296 15,831

負債純資産合計 134,120 103,164
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業収益   

営業貸付金利息 24,251 22,754

信託受益権分配金 8,385 －

預金利息 21 16

受取手数料 181 9

償却債権取立益 1,011 1,101

その他の営業収益 62 18

営業収益合計 33,914 23,900

営業費用   

借入金利息 1,228 1,254

社債利息 271 169

その他 56 －

営業費用合計 1,555 1,423

営業総利益 32,358 22,476

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 820 977

貸倒損失 1,743 692

貸倒引当金繰入額 13,542 3,046

利息返還損失引当金繰入額 19,523 6,305

役員報酬 111 107

従業員給料及び手当 2,470 2,149

賞与引当金繰入額 107 146

役員退職慰労引当金繰入額 20 22

退職給付費用 △2 98

福利厚生費 2 3

賃借料 3,629 2,169

通信費 559 472

租税公課 778 629

減価償却費 1,397 1,878

支払手数料 2,085 1,840

その他 1,508 1,527

販売費及び一般管理費合計 48,298 22,069

営業利益又は営業損失（△） △15,939 406

営業外収益   

受取利息 76 24

受取配当金 60 64

受取賃貸料 108 97

雑収入 79 116

営業外収益合計 324 301

営業外費用   

支払利息 215 207

社債利息 44 25

株式交付費 64 －

社債発行費償却 30 －

社債発行費 － 5

雑損失 47 76

営業外費用合計 401 315

経常利益又は経常損失（△） △16,016 392
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 249 80

関係会社株式売却益 50 －

投資有価証券売却益 0 10

特別利益合計 300 91

特別損失   

固定資産売却損 49 7

固定資産除却損 17 289

投資有価証券売却損 23 －

投資有価証券評価損 0 －

関係会社株式売却損 － 3

金利スワップ解約損 － 604

退職特別加算金 － 325

貸倒引当金繰入額 － 245

店舗閉鎖損失 561 125

減損損失 116 37

特別損失合計 767 1,638

税引前当期純損失（△） △16,484 △1,153

法人税、住民税及び事業税 9 4

過年度法人税等 △338 －

法人税等調整額 1,368 919

法人税等合計 1,038 924

当期純損失（△） △17,523 △2,078
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 12,665 16,709

当期変動額   

新株の発行 4,043 －

当期変動額合計 4,043 －

当期末残高 16,709 16,709

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 13,133 17,176

当期変動額   

新株の発行 4,043 －

資本準備金の取崩 － △15,938

当期変動額合計 4,043 △15,938

当期末残高 17,176 1,237

その他資本剰余金   

前期末残高 － －

当期変動額   

資本準備金の取崩 － 15,938

欠損填補 － △15,938

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

前期末残高 13,133 17,176

当期変動額   

新株の発行 4,043 －

資本準備金の取崩 － －

欠損填補 － △15,938

当期変動額合計 4,043 △15,938

当期末残高 17,176 1,237

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 552 552

当期変動額   

利益準備金の取崩 － △552

当期変動額合計 － △552

当期末残高 552 －

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 40,900 1,000
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期変動額   

別途積立金の取崩 △39,900 △1,000

当期変動額合計 △39,900 △1,000

当期末残高 1,000 －

繰越利益剰余金   

前期末残高 △39,866 △17,490

当期変動額   

欠損填補 － 15,938

利益準備金の取崩 － 552

別途積立金の取崩 39,900 1,000

当期純損失（△） △17,523 △2,078

自己株式の消却 △1 －

当期変動額合計 22,375 15,412

当期末残高 △17,490 △2,078

利益剰余金合計   

前期末残高 1,585 △15,938

当期変動額   

欠損填補 － 15,938

利益準備金の取崩 － －

別途積立金の取崩 － －

当期純損失（△） △17,523 △2,078

自己株式の消却 △1 －

当期変動額合計 △17,524 13,860

当期末残高 △15,938 △2,078

自己株式   

前期末残高 △1 △0

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の消却 1 －

当期変動額合計 1 △0

当期末残高 △0 △0

株主資本合計   

前期末残高 27,383 17,946

当期変動額   

新株の発行 8,086 －

資本準備金の取崩 － －

欠損填補 － －

利益準備金の取崩 － －

当期純損失（△） △17,523 △2,078

自己株式の取得 △0 △0
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期変動額合計 △9,436 △2,078

当期末残高 17,946 15,868

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 181 43

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △138 △79

当期変動額合計 △138 △79

当期末残高 43 △36

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △554 △693

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △139 693

当期変動額合計 △139 693

当期末残高 △693 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △372 △650

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △278 613

当期変動額合計 △278 613

当期末残高 △650 △36

純資産合計   

前期末残高 27,011 17,296

当期変動額   

新株の発行 8,086 －

資本準備金の取崩 － －

欠損填補 － －

利益準備金の取崩 － －

当期純損失（△） △17,523 △2,078

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △278 613

当期変動額合計 △9,715 △1,464

当期末残高 17,296 15,831
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 該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
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重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式 

 移動平均法による原価法 

(1）子会社株式 

同左 

  (2）その他有価証券 

① 時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定） 

(2）その他有価証券 

① 時価のあるもの 

同左 

  ② 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

② 時価のないもの 

同左 

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

 時価法 同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

    

(1）有形固定資産  定率法によっております。なお、平成10

年４月１日以降に取得した建物（建物附属

設備を除く）については、定額法によって

おります。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

 定率法によっております。なお、平成10

年４月１日以降に取得した建物（建物附属

設備を除く）については、定額法によって

おります。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

  建物 ３年～50年

器具備品 ３年～15年

建物 ３年～50年

器具備品 ３年～15年

  （会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。この変更により損益に与える影響

は軽微であります。 

  

  （追加情報） 

 平成19年度の法人税法改正に伴い、平

成19年３月31日以前に取得した資産につ

いては、改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得原価の５％

に到達した事業年度の翌事業年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しております。これに

より損益に与える影響は軽微でありま

す。 

(2）無形固定資産 ① のれん 

 ５年間で毎期均等額を償却しておりま

す。 

① のれん 

同左 

  ② ソフトウェア 

 自社利用目的のソフトウェアについて

は社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法により償却しております。

② ソフトウェア 

同左 
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項目 
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(3) リース資産 ────── 所有権移転外ファイナンス・リース取引

に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法により償却しておりま

す。  

(4）長期前払費用  定額法によっております。 同左 

４．繰延資産の処理方法     

(1）株式交付費  支出時に全額費用処理しております。 ────── 

(2）社債発行費  平成18年３月31日以前の起債に係る社

債発行費は、社債の償還期限内または旧

商法施行規則に規定する最長期間（３

年）のいずれか短い期間で均等償却して

おります。 

 支出時に費用処理しております。 
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項目 
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

５．引当金の計上基準     

(1）貸倒引当金  債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は、個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は、個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

  （追加情報） 

 当社は、一般債権の貸倒引当金の基礎

となる貸倒見積高を算定する際に用いる

貸倒実績として、従来は算定期間に発生

した貸倒償却額を用いておりましたが、

当事業年度より、これに加え、算定期間

末において貸倒懸念債権等である債権に

対する貸倒引当金繰入額を含める方法に

変更いたしました。 

 これは、平成19年12月に当社が株式会

社新生銀行の子会社となったことに伴

い、「親子会社間の会計処理の統一に関

する当面の監査上の取扱い」（日本公認

会計士協会監査・保証実務委員会報告第

56号）の主旨を踏まえ、同行グループの

会計処理方針に統一するために行ったも

のであります。 

 これにより、貸倒引当金繰入額が1,503

百万円増加し、営業損失、経常損失、税

引前当期純損失がそれぞれ同額増加して

おります。 

 なお、これは、当下期において当社が

株式会社新生銀行の子会社となったこと

を契機に行ったものであるため、当中間

会計期間においては従来の方法によって

おります。従って、当中間会計期間にお

いて変更後の方法を適用した場合、当中

間会計期間の貸倒引当金繰入額は1,512百

万円増加し、営業損失、経常損失、税引

前当期純損失がそれぞれ同額増加するこ

ととなります。 
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項目 
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(2）賞与引当金  従業員の賞与の支給に充てるため、支

給見込額を計上しております。 

同左 

(3）利息返還損失引当金  利息制限法の上限金利を超過する貸付金

利息分の顧客からの返還請求による損失に

備えるため、債権種類別の返還実績率及び

平均返還額等から算出した利息返還損失見

込額を計上しております。 

 利息制限法の上限金利を超過する貸付金

利息分の顧客からの返還請求による損失に

備えるため、債権種類別の返還実績率及び

平均返還額等から算出した利息返還損失見

込額を計上しております。 

  （会計方針の変更） 

 当社は、従来利息返還請求見込額のう

ち、貸付金に充当される利息返還損失見込

額を流動資産の貸倒引当金、貸付残高を超

過して支払う利息返還損失見込額を固定負

債の利息返還損失引当金としてそれぞれ計

上する方法を採用しておりましたが、当事

業年度より両者を利息返還損失引当金とし

て処理する方法に変更いたしました。 

 これは、平成19年12月に当社が株式会社

新生銀行の子会社となったことに伴い、

「親子会社間の会計処理の統一に関する当

面の監査上の取扱い」（日本公認会計士協

会監査・保証実務委員会報告第56号）の主

旨を踏まえ、同行グループの会計処理方針

に統一するために行ったものであります。

 これにより、当事業年度末の貸倒引当金

が13,727百万円減少し、利息返還損失引当

金が同額増加いたしましたが、損益への影

響はありません。 

 なお、この変更は、当下期において当社

が株式会社新生銀行の子会社となったこと

を契機に行ったものであるため、当中間会

計期間においては従来の方法によっており

ます。従って、当中間会計期間において変

更後の方法を適用した場合、当中間会計期

間末の貸倒引当金は16,846百万円減少し、

利息返還損失引当金は同額増加することと

なります。当中間会計期間の損益への影響

はありません。 

  

(4）退職給付引当金  従業員の退職給付に備えるため、当事業

年度末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当事業年度末において

発生していると認められる額を計上してお

ります。 

同左 

(5）役員退職慰労引当金  役員の退職慰労金の支給に充てるため、

内規に基づく事業年度末要支給額を計上し

ております。 

同左 
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項目 
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

６．収益及び費用の計上基準     

(1）営業貸付金利息の計上

基準 

 営業貸付金利息は、発生主義により計上

しております。 

 なお、営業貸付金に係る未収利息につい

ては、利息制限法利率または当社の約定利

率のいずれか低い方によって計上しており

ます。 

同左 

(2）借入金利息、コマーシ

ャルペーパー利息及び社

債利息の会計処理 

 借入金利息、コマーシャルペーパー利息

及び社債利息については、営業債権に対応

する部分を営業費用とし、その他のものに

ついては営業外費用として処理しておりま

す。 

同左 

７．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じて処理しております。 

────── 

８．ヘッジ会計の方法     

(1）ヘッジ会計の方法  繰延ヘッジ処理によっております。 

 ただし、金利スワップの特例処理の要件

を満たす金利スワップ取引については、特

例処理によっております。 

 金利スワップの特例処理の要件を満たす

金利スワップ取引については、特例処理に

よっております。 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対

象 

ヘッジ手段 

 デリバティブ取引（金利スワップ取引） 

ヘッジ手段 

同左 

  ヘッジ対象 

 変動金利建ての借入金利息 

ヘッジ対象 

同左 

(3）ヘッジ方針  当社の内規に基づき、借入金利息の金利

変動リスクを回避する目的で、変動金利建

ての借入金に対して、デリバティブ取引

（金利スワップ取引）でキャッシュ・フロ

ーヘッジを行っております。 

同左 

(4）ヘッジ有効性評価の方

法 

 ヘッジ手段の指標金利と、ヘッジ対象の

指標金利との変動幅について相関性を求め

ることにより行っております。 

 ただし、特例処理によっている金利スワ

ップについては、有効性の評価を省略して

おります。 

同左 
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項目 
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

    

(1）消費税等の会計処理  消費税等の会計処理は税抜方式を採用し

ております。なお、控除対象外消費税等に

ついては当事業年度の費用として処理して

おります。 

同左 

(2）匿名組合契約による持

分の会計処理 

レバレッジドリース 

 当社の出資に係る匿名組合の持分を適正

に評価するために、当社の負担すべき投資

損失累計額を出資金から直接控除しており

ます。 

 また、同組合の当事業年度に属する損益

の当社持分相当額を匿名組合損益として処

理し営業外収益の「雑収入」に計上してお

ります。 

レバレッジドリース 

同左 

会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

────── （リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より、「リース取引に関する

会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年3月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純損失

に与える影響はありません。 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。 

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。 

(イ）担保に供している資産 (イ）担保に供している資産 

科目 金額（百万円）

現金及び預金 
（定期預金）  573

営業貸付金  33,232

建物  1,081

構築物  1

土地  4,221

投資有価証券  221

計  39,332

科目 金額（百万円）

現金及び預金
（定期預金）  573

営業貸付金  56,607

建物  1,038

構築物  1

土地  4,198

投資有価証券  178

計  62,596

(ロ）上記に対応する債務 (ロ）上記に対応する債務 

科目 金額（百万円）

短期借入金  13,000

１年内返済予定の長
期借入金  1,706

長期借入金  1,440

関係会社長期借入金  5,000

計  21,146

科目 金額（百万円）

短期借入金  28,000

１年内返済予定の長
期借入金  1,040

長期借入金  400

関係会社長期借入金  5,000

計  34,440

※２．消費者向無担保ローン残高 ※２．消費者向無担保ローン残高 

82,323百万円 76,835百万円 

※３．延滞営業債権は営業貸付金のうち六ヶ月以上延滞し

たもので、破産債権等を除いたものであります。 

※３．        同左 

※４．関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。 

  

流動資産     

現金及び預金(普通預金) 737百万円

流動負債     

短期借入金 13,000百万円

※４．関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。 

流動資産     

現金及び預金(普通預金) 317百万円

流動負債     

短期借入金 28,000百万円

１年内返済予定の長期借入金 5,000百万円
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前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

※５．不良債権（営業貸付金、破産債権等及び延滞営業債

権） 

※５．不良債権（営業貸付金、破産債権等及び延滞営業債

権） 

区分 金額（百万円）

破綻先債権  5

延滞債権  6,169

三カ月以上延滞債権 －

貸出条件緩和債権  9,929

合計  16,104

区分 金額（百万円）

破綻先債権  1

延滞債権  5,818

三カ月以上延滞債権 －

貸出条件緩和債権  8,848

合計  14,668

(1）破綻先債権とは、元本又は利息の支払いの遅延が相

当期間継続していることその他の事由により、元本又

は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未

収利息を計上しなかった貸付金（以下、「未収利息不

計上貸付金」）のうち、法人税法施行令（昭和40年政

令第97号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げ

る事由又は同項第４号に規定する事由に該当する貸付

金であります。 

(1）破綻先債権とは、元本又は利息の支払いの遅延が相

当期間継続していることその他の事由により、元本又

は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未

収利息を計上しなかった貸付金（以下、「未収利息不

計上貸付金」）のうち、法人税法施行令（昭和40年政

令第97号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げ

る事由又は同項第４号に規定する事由に該当する貸付

金であります。 

(2）延滞債権とは、未収利息不計上貸付金のうち、破綻

先債権に該当しないものであります。 

(2）延滞債権とは、未収利息不計上貸付金のうち、破綻

先債権に該当しないものであります。 

(3）三カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払い

が、約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付

金で、破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであ

ります。 

(3）三カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払い

が、約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付

金で、破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであ

ります。 

(4）貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援

を図ることを目的として、金利の減免等、債務者に有

利となる取決めを行った貸付金で、破綻先債権、延滞

債権及び三カ月以上延滞債権に該当しないものであり

ます。 

(4）貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援

を図ることを目的として、金利の減免等、債務者に有

利となる取決めを行った貸付金で、破綻先債権、延滞

債権及び三カ月以上延滞債権に該当しないものであり

ます。 

(追加情報） 

 当社は、平成19年12月13日付で株式会社新生銀行の子

会社となったことを契機に、当事業年度末より同行が採

用している金融庁「金融検査マニュアル（預金等受入金

融機関に係る検査マニュアル）」に準拠する自己査定基

準を採用いたしました。これに伴い、破綻懸念先に区分

された債務者に対する貸付金は延滞債権として記載して

おります。 

 なお、従来の基準によった場合の不良債権の状況は、

以下のとおりであります。 

  

区分 金額（百万円）

破綻先債権  5

延滞債権  173

三カ月以上延滞債権  2,807

貸出条件緩和債権  10,570

合計  13,556
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前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

  ６．営業貸付金に係るコミットメントライン契約 

 営業貸付金のうち66,189百万円は、リボルビング契

約（限度借入契約）によるものであります。 

 同契約は、一定の利用限度額を決めておき、契約上

規定された条件について違反がない限り、利用限度枠

の範囲で繰返し貸出を行う契約であります。 

 同契約に係る融資未実行残高は52,298百万円であり

ます。このうちには当事業年度末に残高のない顧客に

対する融資未実行残高が37,321百万円含まれておりま

す。 

 なお、同契約は融資実行されずに終了するものもあ

るため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社の将

来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではあり

ません。 

 同契約には、顧客の信用状況の変化、経済情勢の変

化、その他相当の事由があるときは、利用限度枠の減

額又は貸出の中止をすることができる旨の条項がつけ

られております。 

 また、契約後も定期的に契約の見直し、与信保全上

の措置等を講じております。 

  ６．営業貸付金に係るコミットメントライン契約 

 営業貸付金のうち51,488百万円は、リボルビング契

約（限度借入契約）によるものであります。 

 同契約は、一定の利用限度額を決めておき、契約上

規定された条件について違反がない限り、利用限度枠

の範囲で繰返し貸出を行う契約であります。 

 同契約に係る融資未実行残高は22,525百万円であり

ます。このうちには当事業年度末に残高のない顧客に

対する融資未実行残高が11,521百万円含まれておりま

す。 

 なお、同契約は融資実行されずに終了するものもあ

るため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社の将

来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではあり

ません。 

 同契約には、顧客の信用状況の変化、経済情勢の変

化、その他相当の事由があるときは、利用限度枠の減

額又は貸出の中止をすることができる旨の条項がつけ

られております。 

 また、契約後も定期的に契約の見直し、与信保全上

の措置等を講じております。 

７．当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め新生銀行と当座貸越契約を締結しております。 

当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実

行残高等は次のとおりであります。 

７．当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め新生銀行と当座貸越契約を締結しております。 

当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実

行残高等は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 25,000百万円 

借入実行残高 13,000百万円 

差引額 12,000百万円 

当座貸越極度額 40,000百万円 

借入実行残高 28,000百万円 

差引額 12,000百万円 

※８．投資その他の資産の関係会社株式の中に、親会社株

式６百万円が含まれております。 

※８．        ────── 
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（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

受取利息   70百万円 受取利息   21百万円 

※２．固定資産売却益の内訳 ※２．固定資産売却益の内訳 

科目 金額（百万円）

建物  31

構築物  1

器具備品  1

土地  157

投資その他の資産その他  57

計  249

科目 金額（百万円）

建物  1

構築物  0

土地  78

計  80

※３．固定資産売却損の内訳 

科目 金額（百万円）

建物  0

土地  41

投資その他の資産その他  7

計  49

※３．固定資産売却損の内訳 

科目 金額（百万円）

建物  3

土地  2

器具備品  1

計  7

※４．固定資産除却損の内訳 ※４．固定資産除却損の内訳 

科目 金額（百万円）

建物  7

構築物  6

器具備品  2

計  17

科目 金額（百万円）

建物  138

構築物  46

器具備品  24

リース資産  80

計  289
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前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※５．店舗閉店関連損失の内訳 

科目 金額（百万円）

 固定資産減価償却費  312

 原状回復費  151

 その他  97

計  561

※５．店舗閉店関連損失の内訳 

科目 金額（百万円）

原状回復費  125

計  125

※６．減損損失の内訳 

  当社が所有する事業用資産のうち、市場価格の著し

い下落が認められた遊休資産などについて帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額116百万円を特

別損失に計上しております。その主な固定資産の種類

ごとの減損損失の内訳は建物12百万円、土地11百万

円、電話加入権93百万円であります。なお、回収可能

価額は、主として公示価格及び固定資産税評価額を基

にした正味売却価額により評価しております。 

※６．減損損失の内訳 

  当社が所有する事業用資産のうち、市場価格の著し

い下落が認められた遊休資産などについて帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額37百万円を特別

損失に計上しております。その主な固定資産の種類ご

との減損損失の内訳は土地1百万円、電話加入権36百

万円であります。なお、回収可能価額は、主として公

示価格及び固定資産税評価額を基にした正味売却価額

により評価しております。 

- 64 -



前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）増加221株は単元未満株式の買取によるものであり、減少2,109株は自己株式の消却によるものであります。 

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）増加820株は単元未満株式の買取によるものであります。 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式（注）  1,960  221  2,109  72

合計  1,960  221  2,109  72

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式（注）  72  820  －  892

合計  72  820  －  892
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 前事業年度（平成20年３月31日）及び当事業年度（平成21年３月31日）において子会社株式及び関連会社株式で

時価のあるものはありません。 

  

（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

１．ファイナンス・リース取引 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引  

 ①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

 ①リース資産の内容 

  （ア）有形固定資産  

  
取得価額相
当額 
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

器具備品  2,206  1,222  983

ソフトウェア  863  672  190

合計  3,069  1,894  1,174

   主として、電子計算機及びその周辺機器、事務用機

器であります。 

  （イ）無形固定資産 

    ソフトウェアであります。 

 ②リース資産の減価償却の方法 

   重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」

に記載のとおりであります。 

  

 ②未経過リース料期末残高相当額   

１年内 556百万円 

１年超 546百万円 

合計 1,103百万円 

  

 ③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額   

支払リース料 1,415百万円 

減価償却費相当額 1,321百万円 

支払利息相当額 44百万円 

  

 ④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

  

利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

  

２．オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

１年内 2百万円 

１年超 1百万円 

  合計 3百万円 

２．オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

１年内 1百万円 

１年超 －百万円 

  合計 1百万円 

（有価証券関係）
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（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産     

貸倒引当金繰入限度超過額 2,341百万円 

貸倒損失否認額 5,696百万円 

賞与引当金 66百万円 

減損損失否認額 255百万円 

減価償却超過額否認 62百万円 

未払事業税 17百万円 

利息返還損失引当金 12,352百万円 

役員退職慰労引当金 27百万円 

投資有価証券評価損否認額 17百万円 

関係会社株式減損否認額 653百万円 

繰越欠損金 7,914百万円 

その他 257百万円 

繰延税金資産の小計 29,661百万円 

評価性引当額 △26,518百万円 

繰延税金資産合計 3,143百万円 

繰延税金負債     

スワップ損失 281百万円 

その他有価証券評価差額金 29百万円 

債権譲渡損 410百万円 

繰延税金負債合計  722百万円 

繰延税金資産純額 2,420百万円 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産     

貸倒引当金繰入限度超過額 279百万円 

貸倒損失否認額 8,041百万円 

賞与引当金 59百万円 

減損損失否認額 274百万円 

減価償却超過額否認 8百万円 

未払事業税 12百万円 

利息返還損失引当金 8,844百万円 

役員退職慰労引当金 35百万円 

投資有価証券評価損否認額 18百万円 

繰越欠損金 11,522百万円 

その他有価証券評価差額金 25百万円 

その他 214百万円 

繰延税金資産の小計 29,337百万円 

評価性引当額 △27,474百万円 

繰延税金資産合計 1,862百万円 

繰延税金負債     

債権譲渡損 306百万円 

繰延税金負債合計  306百万円 

繰延税金資産純額 1,556百万円 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

法定実効税率 △40.6％ 

（調整）     

法人住民税均等割 0.1％ 

過年度法人税等 △2.1％ 

のれん償却額 0.8％ 

評価性引当額 48.4％ 

その他 △0.3％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 6.3％ 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えら

れるため開示を省略しております。 
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 （注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 114円44銭 １株当たり純資産額 104円75銭

１株当たり当期純損失金額 185円28銭 １株当たり当期純損失金額 13円75銭

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につき

ましては、１株当たり当期純損失であり、また、当事業年

度末において潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

同左 

  前事業年度
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当期純損失（△）（百万円）  △17,523  △2,078

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純損失（△）（百万円）  △17,523  △2,078

期中平均株式数（千株）  94,578  151,138
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（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当社は、平成20年５月30日開催の取締役会において、会

社法第459条第１項の規定に基づく定款の定めにより、資

本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分に

ついて決議し、実施いたしました。これは、欠損の填補を

行い、利益を計上した際、配当を行うことができる体制を

整えるとともに、財務戦略上の柔軟性及び機動性を確保す

ることを目的としたものであります。 

────────  

  

１. 資本準備金及び利益準備金の額の減少の要領 

会社法第448条第１項の規定に基づき資本準備金の一

部及び利益準備金を減少し、それぞれ同額をその他資本

剰余金及びその他利益剰余金（繰越利益剰余金）に振り

替えたものであります。 

(1)減少する資本準備金の額 

17,176,514,757円のうちの15,938,656,610円 

(2)増加するその他資本剰余金の額  

15,938,656,610円 

(3)減少する利益準備金の額 

552,000,000円 

(4)増加するその他利益剰余金（繰越利益剰余金）の額 

552,000,000円 

２. 剰余金の処分の要領 

会社法第452条の規定に基づき、上記１により増加し

たその他資本剰余金を損失の処理に充当するとともに、

同条の規定に基づき別途積立金を取崩し、繰越利益剰余

金に振り替えたものであります。 

(1)減少する剰余金の項目及びその額 

その他資本剰余金   15,938,656,610円 

別途積立金       1,000,000,000円 

(2)増加する剰余金の項目及びその額 

繰越利益剰余金      16,938,656,610円 

  

３. 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の

処分の効力発生日 

平成20年５月30日 

４．上記の結果、それぞれの項目は次のようになります。

資本準備金       1,237,858,147円 

利益準備金             0円 

その他利益剰余金              0円 

 別途積立金                  0円 

 繰越利益剰余金              0円 
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(1)役員の異動 

 取締役の異動につきましては、平成21年５月13日に公表いたしました「代表取締役社長および役員等の人事異動

ならびに組織変更に関するお知らせ」のとおりであります。 

  

７．その他
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 (1) 営業収益の状況 

 （注）１．その他には預金利息、受取手数料、償却債権取立益等が含まれております。 

    ２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 (2) 商品別貸付金残高の状況 

 （注）件数は顧客数であり、一部の顧客については複数の商品を利用しているため、各区分の件数の合計は合計数に一

致しておりません。 

  

８．個別営業実績

科目 

前事業年度
(自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日) 

金額 構成比 金額 構成比 

営業貸付金利息 

 百万円

 24,251

％

 71.5

 百万円

 22,754

％

 95.2

  

消費者向営業貸付金利息  16,586  48.9  17,266  72.2

  無担保ローン利息  16,500  48.7  17,203  72.0

  有担保ローン利息  85  0.2  63  0.2

事業者向営業貸付金利息  7,665  22.6  5,487  23.0

  無担保ローン利息  7,661  22.6  5,485  23.0

  有担保ローン利息  4  0.0  2  0.0

信託受益権分配金  8,385  24.7  －  －

その他  1,277  3.8  1,146  4.8

合計  33,914  100.0  23,900  100.0

区分 

前事業年度
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

件数 金額 比率 件数 金額 比率 

      件

 252,862

 百万円

 130,589

％

 100.0

件

 221,811

 百万円

 102,073

％

 100.0営業貸付金 

  

消費者向営業貸付金  225,035  94,978  72.7  201,372  77,248  75.7

  無担保ローン  224,882  94,443  72.3  201,249  76,835  75.3

  有担保ローン  155  534  0.4  125  413  0.4

事業者向営業貸付金  27,839  35,611  27.3  20,446  24,824  24.3

  無担保ローン  27,831  35,555  27.2  20,438  24,786  24.3

  有担保ローン  9  55  0.1  8  38  0.0

合計  252,862  130,589  100.0  221,811  102,073  100.0
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